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５
月
定
例
会
は
５
月
15
日
か
ら
25
日
ま
で
の
11
日
間
開
か

れ
市
長
提
出
議
案
70
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
土
地
利
用
の
調
整
に
係
る
ま
ち
づ
く
り
に
関

す
る
条
例
案
と
自
転
車
等
放
置
防
止
条
例
の
一
部
改
正
案
に

つ
い
て
は
、
建
設
消
防
委
員
会
に
付
託
し
て
審
議
し
、
原
案

の
と
お
り
可
決
す
る
と
と
も
に
、
平
成
12
年
度
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
案
や
監
査
委
員
の
選
任
な
ど
議

案
68
件
に
つ
い
て
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、「
開
か
れ
た
市
会
」を
目
指
し
た
京
都
市
会
情
報
公

開
条
例
案
や
意
見
書
な
ど
議
員
提
出
議
案
３
件
も
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

更
に
、
山
口
幸
秀
副
議
長
の
辞
職
に
伴
い
、
副
議
長
の
選

挙
を
行
っ
た
結
果
、
今
枝
徳
蔵
議
員
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

鴨川（賀茂川）[北山大橋上流 ]

今
回
審
議
し
た
主
な
議
案
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◆
土
地
利
用
の
調
整
に
係
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

条
例
の
制
定

一
定
規
模
以
上
の
開
発
事
業（
市
街
化
区
域
内
で
土

地
の
面
積
が
１
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
１
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
集
客
施
設
を
含
む
も
の
）に
つ
い

て
、
構
想
段
階
で
の
届
出
を
義
務
付
け
、
市
民
と
事

業
者
と
市
が
十
分
な
協
議
を
行
う
手
続
き
な
ど
を
定

め
た
も
の
で
す
。
こ
の
手
続
き
を
通
じ
て
、
開
発
事

業
の
構
想
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
、
良
好
な
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

（
賛
成
多
数
）

◆
自
転
車
等
放
置
防
止
条
例
の
一
部
改
正

放
置
原
動
機
付
自
転
車
の
撤
去
及
び
保
管
の
実
施

と
そ
れ
に
要
す
る
費
用
を
定
め
る
と
と
も
に
、
撤
去

し
た
自
転
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
保
管
・
処
分
制

度
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
自
転
車
駐
車

場
の
設
置
を
義
務
付
け
る
施
設
の
範
囲
を
拡
大
す
る

も
の
で
す
。

（
全
会
一
致
）

◆
京
都
市
会
情
報
公
開
条
例
の
制
定（
4
面
に
条
例

の
概
要
を
掲
載
）

地
方
自
治
の
本
旨
に
の
っ
と
っ
た
市
政
を
実
現
し

て
い
く
に
は
、
市
会
が
そ
の
諸
活
動
を
市
民
に
説
明

す
る
責
任
を
果
た
し
、
市
民
の
市
会
へ
の
理
解
と
市

政
へ
の
参
加
を
一
層
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
こ
で
、
市
民
の
知
る
権
利
を
尊
重
し
、
公
文
書
の

公
開
を
請
求
す
る
権
利
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、「
開
か
れ
た
市
会
」を
実
現

す
る
も
の
で
す
。

（
全
会
一
致
）

■定例会の経過

5月15日 本 会 議 会期の決定、市長の提案説明

5月17日 本 会 議 代表質問や議案（58件）の議決など

5月18日
19日
24日

常任委員会 付託した議案や請願の審査など

5月25日 本 会 議
副議長の選挙と議案（12件）、市会情
報公開条例案、意見書や請願の議決
など

5
月
定
例
会�

「
開
か
れ
た
市
会
」を
目
指
し
て�

京
都
市
会
情
報
公
開
条
例
を
可
決�

京
都
市
会
情
報
公
開
条
例
を
可
決�

こ
の
度
、
第
75
代
の
副
議
長
に
就
任
致
し
ま

し
た
が
、
議
長
の
補
佐
役
と
し
て
、
そ
の
責
務

の
重
大
さ
を
痛
感
致
し
て
お
り
ま
す
。京

都
市
が
、

厳
し
い
財
政
状

況
の
中
、
来
る

べ
き
21
世
紀
を

見
据
え
、
光
り

輝
く
「
千
年
新

都
」
の
創
造
を

目
指
し
、豊
か
で
活
力
と
潤
い
の
あ
る
京
都
の
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
に
は
、私
ど
も
市
会

の
果
た
す
役
割
が
、一
層
重
要
で
あ
り
ま
す
。

市
会
の
代
表
と
し
て
、
京
都
市
会
情
報
公
開

条
例
施
行
を
は
じ
め
と
し
た「
開
か
れ
た
市
会
」

の
実
現
と
京
都
市
政
の
発
展
に
向
け
て
、
本
音

で
、
本
気
で
誠
心
誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。（

下
京
区
選
出
　
5
期
　
民
主
・
都
み
ら
い
）

就 任 あ い さ つ
副議長


